
川 崎 市 職 員 メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 基 本 方 針

かわさきで働いている自分を好きになる。
そんな私たちがつながって、市民とともに、かわさきの未来をつくる。

「心の健康」は、自分を大切にすることにつながる。
自分を大切にすることは、他者を大切にすることにつながる。
そんな、職員一人ひとりがつながって、職場がつくられる。

全ての職員の「幸せ」につながる職場が、「最幸のまち かわさき」をつくりだす。

令和８（２０２６）年３月
川 崎 市 長 福 田 紀 彦



セルフケア

川崎市職員メンタルヘルス対策基本方針

川 崎 市 職 員 人 財 ビ ジ ョ ン

４つのケアが各々の役割を果たし、連携することで、
自分も他者も大切にできる、
全ての職員の「幸せ」につながる職場が作られ、
職員の「心の健康」を守ります。

人事施策全般に関わるビジョンである
「川崎市職員人財ビジョン」と連動することで、
職員の心の健康に関連する取組を体系的に実施し、
職員が健康で、安全に、安心して働ける職場を目
指します。

予防の定義と４つのケアの役割

取組期間 令和８（２０２６）年度から令和１９（２０３７）年度まで（１２年間）

位置付け 人事施策全般に関わる取組と連動

全ての職員
が担う役割

管理監督者＊

先輩・同僚
が担う役割

産業保健スタッフ
人事労務部門

が担う役割

医療機関
外部機関
が担う役割

未然防止のための職場環境の醸成
～２次予防・３次予防の土台となるもの～

不調の
早期発見・早期対応

自発的な相談
適切な治療と療養

具体策の立案と
実行

職員の健康管理と
職場環境調整

「いつもと違う」職員
への気付きと対応

計画策定と進捗管理
普及啓発活動
職場環境改善の推進

仕事や生活等に関
する相談支援

復職及び職場定着の
ための相談支援

ストレスへの気づき
の支援
キャリア支援

医療・福祉によるケア

医療・福祉による
ケアとサポート

人材
育成

リスク

管理

危機
管理円滑な職場復帰と

再発防止

自分自身の
ストレスに気付き、
軽減する方法を学び、
実践

職員と職場の状況を
把握し、職員の育成
とよりよい職場環境
の醸成

ラインケア 産業保健スタッフ
等によるケア

事業場外資源
によるケア

＊係長級以上の職員


